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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのスケジューリングリクエスト（ＳＲ）コンフィギュレーションの設定のための上
位層のパラメータを受信する受信部と、
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
およびスケジューリングリクエストビットを送信する送信部と、を備え、
　前記１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションはＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソースを設定し、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、以下の式に基づいて与えら
れ、
ｌｏｇ２（Ｋ＋１）
　Ｋは、前記ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップする少なくとも１つの
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーショ
ンの数であり、
　前記スケジューリングリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットに付加される
端末装置。
【請求項２】
　１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する１つよりも多く
のＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが、前記ＰＵＣＣＨリソースとオーバラップしている場合、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、Ｋ＝１に基づいて与えられ
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る
請求項１に記載する端末装置。
【請求項３】
　１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する１つのＳＲ　Ｐ
ＵＣＣＨリソースが、前記ＰＵＣＣＨリソースとオーバラップしている場合、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、Ｋ＝１に基づいて与えられ
る
請求項１に記載する端末装置。
【請求項４】
　前記上位層のパラメータは、前記１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ション以外の０個または０個よりも多くのスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ションをさらに設定し、
　Ｋ個のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する１つまたは複数
のＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが、時間領域において前記ＰＵＣＣＨリソースとオーバラッ
プしている第１の場合、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、ｌｏｇ２（Ｋ＋１）に基づ
いて与えられる
請求項１に記載する端末装置。
【請求項５】
　前記第１の場合、前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、Ｃｅｉｌ
ｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｋ＋１））に基づいて与えられる
請求項４に記載する端末装置。
【請求項６】
　前記スケジューリングリクエストビットの全てがゼロにセットされている場合、前記ス
ケジューリングリクエストビットは、Ｋ個のスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションの全てが負のスケジューリングリクエストであることを示す
請求項１に記載する端末装置。
【請求項７】
　１つのスケジューリングリクエスト（ＳＲ）コンフィギュレーションの設定のための上
位層の信号を送信する送信部と、
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
およびスケジューリングリクエストビットを受信する受信部と、を備え、
　前記１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションはＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソースを設定し、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、以下の式に基づいて与えら
れ、
ｌｏｇ２（Ｋ＋１）
　Ｋは、前記ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップする少なくとも１つの
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーショ
ンの数であり、
　前記スケジューリングリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットに付加される
基地局装置。
【請求項８】
　１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する１つよりも多く
のＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが、前記ＰＵＣＣＨリソースとオーバラップしている場合、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、Ｋ＝１に基づいて与えられ
る
請求項７に記載する基地局装置。
【請求項９】
　１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する１つのＳＲ　Ｐ
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ＵＣＣＨリソースが、前記ＰＵＣＣＨリソースとオーバラップしている場合、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、Ｋ＝１に基づいて与えられ
る
請求項７に記載する基地局装置。
【請求項１０】
　前記上位層のパラメータは、前記１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ション以外の０個または０個よりも多くのスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ションをさらに設定し、
　Ｋ個のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する１つまたは複数
のＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが、時間領域において前記ＰＵＣＣＨリソースとオーバラッ
プしている第１の場合、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、ｌｏｇ２（Ｋ＋１）に基づ
いて与えられる
請求項７に記載する基地局装置。
【請求項１１】
　前記第1の場合、前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、Ｃｅｉｌ
ｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｋ＋１））に基づいて与えられる
請求項１０に記載する基地局装置。
【請求項１２】
　前記スケジューリングリクエストビットの全てがゼロにセットされている場合、前記ス
ケジューリングリクエストビットは、Ｋ個のスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションの全てが負のスケジューリングリクエストであることを示す
請求項７に記載する基地局装置。
【請求項１３】
　１つのスケジューリングリクエスト（ＳＲ）コンフィギュレーションの設定のための上
位層のパラメータを受信し、
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
およびスケジューリングリクエストビットを送信し、
　前記１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションはＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソースを設定し、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、以下の式に基づいて与えら
れ、
ｌｏｇ２（Ｋ＋１）
　Ｋは、前記ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップする少なくとも１つの
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーショ
ンの数であり、
　前記スケジューリングリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットに付加される
端末装置の通信方法。
【請求項１４】
　１つのスケジューリングリクエスト（ＳＲ）コンフィギュレーションの設定のための上
位層の信号を送信し、
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
およびスケジューリングリクエストビットを受信し、
　前記１つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションはＳＲ　ＰＵＣＣＨリ
ソースを設定し、
　前記スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、以下の式に基づいて与えら
れ、
ｌｏｇ２（Ｋ＋１）
　Ｋは、前記ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップする少なくとも１つの
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーショ
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ンの数であり、
　前記スケジューリングリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットに付加される
基地局装置の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Ev
olution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnersh
ip Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥにおいて、基地局装置はｅＮｏｄｅ
Ｂ（evolved NodeB）、端末装置はＵＥ（User Equipment）とも呼称される。ＬＴＥは、
基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単
一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
【０００３】
　３ＧＰＰでは、国際電気通信連合（ITU: International Telecommunication Union）が
策定する次世代移動通信システムの規格であるＩＭＴ（International Mobile Telecommu
nication）―２０２０に提案するため、次世代規格（NR: New Radio）の検討が行われて
いる（非特許文献１）。ＮＲは、単一の技術の枠組みにおいて、ｅＭＢＢ（enhanced Mob
ile BroadBand）、ｍＭＴＣ（massive Machine Type Communication）、ＵＲＬＬＣ（Ult
ra Reliable and Low Latency Communication）の３つのシナリオを想定した要求を満た
すことが求められている。
【０００４】
　ＮＲにおいて、複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに関する検
討が行われている（非特許文献２）。複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションは、異なるサービスのデータのために設定される。スケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストは、データの初期送信のた
めにＵＬ－ＳＣＨリソースを要求することに用いられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160
671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 7th - 10th March, 2
016.
【非特許文献２】" Scheduling request design in NR system ", R1-1713951, NTT doco
mo,Prague, Czech Republic, 21 th - 25 th August, 2017.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応する
スケジューリングリクエストビットおよび送信について具体的な方法は十分に検討されて
いない。
【０００７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、効率的に上りリンクおよび／または下
りリンク通信を行うことができる端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、該端末装
置に実装される集積回路、効率的に上りリンクおよび／または下りリンク通信を行うこと
ができる基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、該基地局装置に実装される集
積回路を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第１の態様は
、端末装置であって、複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの設定
に用いられる上位層の信号を受信する受信部と、ＰＵＣＣＨフォーマットおよびＨＡＲＱ
－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫビットとスケジューリングリク
エストビットを送信する送信部と、を備え、前記スケジューリングリクエストコンフィギ
ュレーションそれぞれは、１つ、または、１つより多いロジカルチャネルに対応され、前
記複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれはＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈリソースを有し、前記スケジューリングリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビ
ットのシーケンスの後ろに付加され、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ
　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラップした場合、スケジューリングリク
エストビットＯＳＲのサイズＬの値は、オーバラップした前記ＳＲＰＵＣＣＨリソースを
有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数Ｋに基づいて、与えられ
る。
【０００９】
　（２）本発明の第２の態様は、基地局装置であって、複数のスケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションの設定に用いられる上位層の信号を送信する送信部と、ＰＵＣ
ＣＨフォーマットおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋビットとスケジューリングリクエストビットを受信する受信部と、を備え、前記スケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれは、１つ、または、１つより多い
ロジカルチャネルに対応され、前記複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ションそれぞれはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有し、前記スケジューリングリクエストビ
ットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのシーケンスの後ろに付加され、前記ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラップ
した場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズＬの値は、オーバラップし
た前記ＳＲＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーシ
ョンの数Ｋに基づいて、与えられる。
【００１０】
　（３）本発明の第３の態様は、端末装置の通信方法であって、複数のスケジューリング
リクエストコンフィギュレーションの設定に用いられる上位層の信号を受信するステップ
、ＰＵＣＣＨフォーマットおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫビットとスケジューリングリクエストビットを送信するステップと、を備え、
前記スケジューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれは、１つ、または、１
つより多いロジカルチャネルに対応され、前記複数のスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションそれぞれはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有し、前記スケジューリングリ
クエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのシーケンスの後ろに付加され、前記Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオ
ーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、オーバラッ
プした前記ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュ
レーションの数Ｋに基づいて、与えられる。
【００１１】
　（４）本発明の第４の態様は、基地局装置の通信方法であって、複数のスケジューリン
グリクエストコンフィギュレーションの設定に用いられる上位層の信号を送信するステッ
プと、ＰＵＣＣＨフォーマットおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫビットとスケジューリングリクエストビットを受信するステップと、を備
え、前記スケジューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれは、１つ、または
、１つより多いロジカルチャネルに対応され、前記複数のスケジューリングリクエストコ
ンフィギュレーションそれぞれはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有し、前記スケジューリン
グリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのシーケンスの後ろに付加さ前記Ｈ
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ＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオ
ーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズＬの値は、オー
バラップした前記ＳＲＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィ
ギュレーションの数Ｋに基づいて、与えられる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、端末装置は、効率的に上りリンクおよび／または下りリンク通信を
行うことができる。また、基地局装置は、効率的に上りリンクおよび／または下りリンク
通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態の無線通信システムの概念図である。
【図２】本実施形態の一態様に係る無線フレーム、サブフレーム、および、スロットの構
成を示す一例である。
【図３】本実施形態におけるロジカルチャネルとスケジューリングリクエストコンフィギ
ュレーションの対応関係の一例を示す図である。
【図４】本実施形態におけるスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの設定
の一例を示す図である。
【図５】本実施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信および／またはスケジューリングリ
クエストビットの送信ためのフロー図である。
【図６】本実施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨ
リソースが時間領域においてオーバラップしない例を示す図である。
【図７】本実施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨ
リソースが時間領域においてオーバラップした時スケジューリングリクエストビットのサ
イズを決定する一例を示す図である。
【図８】本実施形態に係るスケジューリングリクエストの情報とコードポイントの対応表
の一例を示す図である。
【図９】本実施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨ
リソースが時間領域においてオーバラップした時スケジューリングリクエストビットのサ
イズを決定する他の一例を示す図である。
【図１０】本実施形態に係るスケジューリングリクエストの情報とコードポイントの対応
表の他の一例を示す図である。
【図１１】本実施形態における端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図１２】本実施形態における基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について説明する。以下の説明に含まれる記載“与えられる”
は、“決定される”、または、“設定される”のいずれに読み替えられてもよい。
【００１５】
　図１は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信シス
テムは、端末装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。以下、端末装置１Ａ～１
Ｃを端末装置１とも呼称する。
【００１６】
　以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
【００１７】
　本実施形態では、端末装置１は、１つまたは複数のサービングセルが設定される。端末
装置１が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキ
ャリアアグリゲーションと称する。複数のサービングセルは、１つのプライマリセルと、
１つまたは複数のセカンダリセルを含んでもよい。プライマリセルは、初期コネクション
確立（initial connection establishment）手順が行なわれたサービングセル、コネクシ
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ョン再確立（connection re-establishment）手順を開始したサービングセル、または、
ハンドオーバ手順においてプライマリセルと指示されたセルである。また、プライマリセ
ルは、ＰＵＣＣＨでの送信に用いられるセルであってもよい。ＲＲＣ（Radio Resource C
ontrol）コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリセルが設定されても
よい。
【００１８】
　下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネント
キャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリン
クコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上り
リンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
【００１９】
　端末装置１は、複数のサービングセル（コンポーネントキャリア）において同時に複数
の物理チャネルでの送信、および／または受信を行うことができる。１つの物理チャネル
は、複数のサービングセル（コンポーネントキャリア）のうち１つのサービングセル（コ
ンポーネントキャリア）において送信される。
【００２０】
　ここで、基地局装置３は、上位層の信号（例えば、ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣ情報）
を用いて、１つまたは複数のサービングセルを設定してもよい。例えば、複数のサービン
グセルのセットをプライマリセルと共に形成するために、１つまたは複数のセカンダリセ
ルが設定されてもよい。本実施形態において、明言しない限り、端末装置１には、キャリ
アアグリゲーションが適用される。端末装置１は、複数のサービングセルにおいて、チャ
ネルの送受信を行う。
【００２１】
　キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル（上りリ
ンクコンポーネントキャリア）毎に１つの独立したＨＡＲＱエンティティ（entity）が存
在する。キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル（
上りリンクコンポーネントキャリア）毎に１つの独立したＨＡＲＱエンティティ（entity
）がＭＡＣエンティティに存在する。ＨＡＲＱエンティティは、複数のＨＡＲＱプロセス
を並行して管理する。ＨＡＲＱプロセスはＨＡＲＱバッファに関連する。すなわち、ＨＡ
ＲＱエンティティは複数のＨＡＲＱバッファに関連する。ＨＡＲＱプロセスは、ＭＡＣ層
のデータをＨＡＲＱバッファにストアする。ＨＡＲＱプロセスは、該ＭＡＣ層のデータを
送信するよう物理層に指示する。
【００２２】
　以下、本実施形態の無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構成の一例について説
明する。
【００２３】
　図２は、本実施形態の一態様に係る無線フレーム、サブフレーム、および、スロットの
構成を示す一例である。図２に示す一例では、スロットの長さは０．５ｍｓであり、サブ
フレームの長さは１ｍｓであり、無線フレームの長さは１０ｍｓである。スロットは、時
間領域におけるリソース割り当ての単位であってもよい。スロットは、１つのトランスポ
ートブロックがマップされる単位であってもよい。トランスポートブロックは、１つのス
ロットにマップされてもよい。トランスポートブロックは、上位層（例えば、ＭＡＣ：Ｍ
ｅｄｉａｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）で規定される所定の間隔（例えば、送信時
間間隔（ＴＴＩ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ））内に送信
されるデータの単位であってもよい。
【００２４】
　スロットの長さは、ＯＦＤＭシンボルの数によって与えられてもよい。例えば、ＯＦＤ
Ｍシンボルの数は、７、または、１４であってもよい。スロットの長さは、少なくともＯ
ＦＤＭシンボルの長さに基づき与えられてもよい。ＯＦＤＭシンボルの長さは、第２のサ
ブキャリア間隔に少なくとも基づき与えられてもよい。ＯＦＤＭシンボルの長さは、ＯＦ
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ＤＭシンボルの生成に用いられる高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）のポイント数に少なくとも基づき与えられてもよい。ＯＦＤＭシ
ンボルの長さは、該ＯＦＤＭシンボルに付加されるサイクリックプレフィックス（ＣＰ：
Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）の長さを含んでもよい。ここで、ＯＦＤＭシンボルは、シ
ンボルと呼称されてもよい。また、端末装置１と基地局装置３の間の通信において、ＯＦ
ＤＭ以外の通信方式が使用される場合（例えば、ＳＣ－ＦＤＭＡやＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭ
が使用される場合等）、生成されるＳＣ－ＦＤＭＡシンボル、および／または、ＤＦＴ－
ｓ－ＯＦＤＭシンボルはＯＦＤＭシンボルとも呼称される。つまり、ＯＦＤＭシンボルは
、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭシンボル、および／または、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含んでも
よい。例えば、スロットの長さは、０．２５ｍｓ、０．５ｍｓ、１ｍｓ、２ｍｓ、３ｍｓ
であってもよい。ＯＦＤＭはＳＣ－ＦＤＭＡ、または、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭを含んでも
よい。
【００２５】
　ＯＦＤＭは、波形整形（Ｐｕｌｓｅ　Ｓｈａｐｅ）、ＰＡＰＲ低減、帯域外輻射低減、
または、フィルタリング、および／または、位相処理（例えば、位相回転等）が適用され
たマルチキャリアの通信方式を含む。マルチキャリアの通信方式は、複数のサブキャリア
が多重された信号を生成／送信する通信方式であってもよい。
【００２６】
　サブフレームの長さは、１ｍｓであってもよい。サブフレームの長さは、第１のサブキ
ャリア間隔に基づき与えられてもよい。例えば、第１のサブキャリア間隔が１５ｋＨｚで
ある場合、サブフレームの長さは１ｍｓであってもよい。サブフレームは、１、または、
複数のスロットを含んで構成されてもよい。例えば、サブフレームは２つのスロットを含
んで構成されてもよい。
【００２７】
　無線フレームは、複数のサブフレームを含んで構成されてもよい。無線フレームのため
のサブフレームの数は、例えば、１０であってもよい。無線フレームは、複数のスロット
を含んで構成されてもよい。無線フレームのためのスロットの数は、例えば、１０であっ
てもよい。
【００２８】
　以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。端
末装置は、物理チャネル、および／または、物理シグナルを送信してもよい。基地局装置
は、物理チャネル、および／または、物理シグナルを送信してもよい。
【００２９】
　下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称さ
れる。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼
称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルは、物理チャネルとも
呼称される。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルは、物理シグナルと
も呼称される。
【００３０】
　端末装置１から基地局装置３への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シ
グナルが用いられてもよい。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送
信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号（ＵＬ　ＲＳ：Ｕｐｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
）
【００３１】
　本実施形態において、少なくとも以下の２つのタイプの上りリンク参照信号が少なくと
も用いられてもよい。
・ＤＭＲＳ（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
・ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
【００３２】
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　ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨ、および／または、ＰＵＣＣＨの送信に関連する。ＤＭＲＳは
、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨと多重されてもよい。基地局装置３は、ＰＵＳＣＨまたは
ＰＵＣＣＨの伝搬路補正を行なうためにＤＭＲＳを使用する。以下、ＰＵＳＣＨとＤＭＲ
Ｓを共に送信することを、単にＰＵＳＣＨを送信すると称する。該ＤＭＲＳは該ＰＵＳＣ
Ｈに対応してもよい。以下、ＰＵＣＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを、単にＰＵＣＣ
Ｈを送信すると称する。該ＤＭＲＳは該ＰＵＣＣＨに対応してもよい。
【００３３】
　ＳＲＳは、ＰＵＳＣＨ、および／または、ＰＵＣＣＨの送信に関連しなくてもよい。Ｓ
ＲＳは、ＰＵＳＣＨ、および／または、ＰＵＣＣＨの送信に関連してもよい。基地局装置
３は、チャネル状態の測定のためにＳＲＳを用いてもよい。ＳＲＳは、上りリンクスロッ
トにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のＯＦＤＭシンボルにおいて送
信されてもよい。
【００３４】
　基地局装置３から端末装置１への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チ
ャネルが用いられてもよい。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送
信するために、物理層によって使用されてもよい。
・ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
・ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
・ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）
【００３５】
　ＰＢＣＨは、端末装置１において共通に用いられるマスターインフォメーションブロッ
ク（ＭＩＢ：Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ、ＢＣＨ、Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を報知するために用いられる。ＰＢＣＨは、所定の送信間隔
に基づき送信されてもよい。例えば、ＰＢＣＨは、８０ｍｓの間隔で送信されてもよい。
ＰＢＣＨに含まれる情報の少なくとも一部は、８０ｍｓごとに更新されてもよい。ＰＢＣ
Ｈは、２８８サブキャリアにより構成されてもよい。ＰＢＣＨは、２、３、または、４Ｏ
ＦＤＭシンボルを含んで構成されてもよい。ＭＩＢは、同期信号の識別子（インデックス
）に関連する情報を含んでもよい。ＭＩＢは、ＰＢＣＨが送信されるスロットの番号、サ
ブフレームの番号、および、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含ん
でもよい。第１の設定情報はＭＩＢに含まれてもよい。該第１の設定情報は、ランダムア
クセスメッセージ２、ランダムアクセスメッセージ３、ランダムアクセスメッセージ４の
一部または全部に少なくとも用いられる設定情報であってもよい。
【００３６】
　ＰＤＳＣＨは、下りリンクデータ（ＴＢ、ＭＡＣ　ＰＤＵ、ＤＬ－ＳＣＨ、ＰＤＳＣＨ
、ＣＢ、ＣＢＧ）を送信するために用いられる。ＰＤＳＣＨは、ランダムアクセスメッセ
ージ２（ランダムアクセスレスポンス）を送信するために少なくとも用いられる。ＰＤＳ
ＣＨは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するため
に少なくとも用いられる。
【００３７】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、ＤＣＩフ
ォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント（ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｇｒａｎｔ）または上りリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）のいずれか
を少なくとも含んでもよい。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント（ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）または下りリンク割り当て（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ）とも呼称される。上りリンクグラントと下りリンクグラントは、ま
とめてグラントとも呼称される。
【００３８】
　１つの下りリンクグラントは、１つのサービングセル内の１つのＰＤＳＣＨのスケジュ
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ーリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラント
が送信されたスロットと同じスロット内のＰＤＳＣＨのスケジューリングのために少なく
とも用いられてもよい。
【００３９】
　１つの上りリンクグラントは、１つのサービングセル内の１つのＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリングのために少なくとも用いられてもよい。
【００４０】
　例えば、下りリンク制御情報は、新データ指標（ＮＤＩ：Ｎｅｗ　Ｄａｔａ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ）を含んでもよい。新データ指標は、該新データ指標に対応するトランスポー
トブロックが初期送信であるか否かを少なくとも示すために用いられてもよい。新データ
指標は、所定のＨＡＲＱプロセス番号に対応し、直前に送信されたトランスポートブロッ
クと、該ＨＡＲＱプロセス番号に対応し、該新データ指標を含む下りリンク制御情報によ
りスケジューリングされるＰＤＳＣＨ、および／または、ＰＵＳＣＨに含まれるトランス
ポートブロックが同一であるか否かを示す情報であってもよい。ＨＡＲＱプロセス番号は
、ＨＡＲＱプロセスの識別に用いられる番号である。ＨＡＲＱプロセス番号は下りリンク
制御情報に含まれてもよい。ＨＡＲＱプロセスは、ＨＡＲＱの管理を行うプロセスである
。新データ指標は、所定のＨＡＲＱプロセス番号に対応し、該新データ指標を含む下りリ
ンク制御情報によりスケジューリングされたＰＤＳＣＨ、および／または、ＰＵＳＣＨに
含まれるトランスポートブロックの送信が、該所定のＨＡＲＱプロセス番号に対応し、直
前に送信されたＰＤＳＣＨ、および／または、ＰＵＳＣＨに含まれるトランスポートブロ
ックの再送であるか否かを示してもよい。該下りリンク制御情報によりスケジューリング
された該ＰＤＳＣＨ、および／または、該ＰＵＳＣＨに含まれる該トランスポートブロッ
クの送信が、該直前に送信されたトランスポートブロックの再送であるか否かは、該新デ
ータ指標が該直前に送信されたトランスポートブロックに対応する新データ指標に対して
切り替わっている（または、トグルしている）か否かに基づき与えられてもよい。
【００４１】
　つまり、新データ指標は、初期送信、または、再送信を指示する。端末装置１のＨＡＲ
Ｑエンティティは、あるＨＡＲＱプロセスに対して、ＨＡＲＱ情報によって提供される新
データ指標が、該あるＨＡＲＱプロセスの前の送信に対する新データ指標の値と比較して
トグルされている場合、該ＨＡＲＱプロセスに初期送信をトリガするよう指示する。ＨＡ
ＲＱエンティティは、あるＨＡＲＱプロセスに対して、ＨＡＲＱ情報によって提供される
新データ指標が、該あるＨＡＲＱプロセスの前の送信に対する新データ指標の値と比較し
てトグルされていない場合、該ＨＡＲＱプロセスに再送信をトリガするよう指示する。尚
、ＨＡＲＱプロセスが、新データ指標がトグルされているかどうかを判定してもよい。
【００４２】
　下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。下り
リンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよ
いが、物理層によって使用されてもよい。
・同期信号（ＳＳ：Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）
・下りリンク参照信号（ＤＬ　ＲＳ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎ
ａｌ）
【００４３】
　同期信号は、端末装置１が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために
用いられる。同期信号は、ＰＳＳ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　
Ｓｉｇｎａｌ）、および、ＳＳＳ（Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓ
ｉｇｎａｌ）を少なくとも含む。
【００４４】
　同期信号は、ターゲットセルのＩＤ（セルＩＤ）を含んで送信されてもよい。同期信号
は、セルＩＤに少なくとも基づき生成される系列を含んで送信されてもよい。同期信号が
セルＩＤを含むことは、セルＩＤに基づき同期信号の系列が与えられることであってもよ
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い。同期信号は、ビーム（または、プレコーダ）が適用され、送信されてもよい。
【００４５】
　ビームは、方向に応じてアンテナ利得が異なる現象を示す。ビームは、アンテナの指向
性に少なくとも基づき与えられてもよい。また、ビームは、搬送波信号の位相変換に少な
くとも基づき与えられてもよい。また、ビームは、プレコーダが適用されることにより与
えられてもよい。
【００４６】
　下りリンク参照信号は、端末装置１が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうた
めに少なくとも用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置１が下りリンクのチャネル
状態情報を算出するために少なくとも用いられる。
【００４７】
　本実施形態において、以下の２つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・ＤＭＲＳ（ＤｅＭｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
・Ｓｈａｒｅｄ　ＲＳ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
【００４８】
　ＤＭＲＳは、ＰＤＣＣＨ、および／または、ＰＤＳＣＨの送信に対応する。ＤＭＲＳは
、ＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨに多重される。端末装置１は、ＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣ
Ｈの伝搬路補正を行なうために該ＰＤＣＣＨまたは該ＰＤＳＣＨと対応するＤＭＲＳを使
用してもよい。以下、ＰＤＣＣＨと該ＰＤＣＣＨと対応するＤＭＲＳが共に送信されるこ
とは、単にＰＤＣＣＨが送信されると呼称される。以下、ＰＤＳＣＨと該ＰＤＳＣＨと対
応するＤＭＲＳが共に送信されることは、単にＰＤＳＣＨが送信されると呼称される。
【００４９】
　Ｓｈａｒｅｄ　ＲＳは、少なくともＰＤＣＣＨの送信に対応してもよい。Ｓｈａｒｅｄ
　ＲＳは、ＰＤＣＣＨに多重されてもよい。端末装置１は、ＰＤＣＣＨの伝搬路補正を行
うためにＳｈａｒｅｄ　ＲＳを使用してもよい。以下、ＰＤＣＣＨとＳｈａｒｅｄ　ＲＳ
が共に送信されることは、単にＰＤＣＣＨが送信されるとも呼称される。
【００５０】
　ＤＭＲＳは、端末装置１に個別に設定されるＲＳであってもよい。ＤＭＲＳの系列は、
端末装置１に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。ＤＭ
ＲＳは、ＰＤＣＣＨ、および／または、ＰＤＳＣＨのために個別に送信されてもよい。一
方、Ｓｈａｒｅｄ　ＲＳは、複数の端末装置１に共通に設定されるＲＳであってもよい。
Ｓｈａｒｅｄ　ＲＳの系列は、端末装置１に個別に設定されるパラメータとは関係なく与
えられてもよい。例えば、Ｓｈａｒｅｄ　ＲＳの系列は、スロットの番号、ミニスロット
の番号、および、セルＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）の少なくとも一部に基づいて与えられて
もよい。Ｓｈａｒｅｄ　ＲＳは、ＰＤＣＣＨ、および／または、ＰＤＳＣＨが送信されて
いるか否かに関わらず送信されるＲＳであってもよい。
【００５１】
　上述したＢＣＨ、ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである
。媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層で用い
られるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。ＭＡＣ層で用いられるトランス
ポートチャネルの単位は、トランスポートブロックまたはＭＡＣ　ＰＤＵとも呼称される
。ＭＡＣ層においてトランスポートブロック毎にＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）の制御が行なわれる。トランスポートブロック
は、ＭＡＣ層が物理層に渡す（ｄｅｌｉｖｅｒ）データの単位である。物理層において、
トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行な
われる。
【００５２】
　基地局装置３と端末装置１は、上位層（ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ）において信号をや
り取り（送受信）してもよい。例えば、基地局装置３と端末装置１は、無線リソース制御
（ＲＲＣ：　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層において、ＲＲＣシグ
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ナリング（ＲＲＣ　ｍｅｓｓａｇｅ：　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｍｅｓｓａｇｅ、ＲＲＣ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎとも称される）を送受信してもよい。また、
基地局装置３と端末装置１は、ＭＡＣ層において、ＭＡＣ　ＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）を送受信してもよい。ここで、ＲＲＣシグナリング、および／または、ＭＡ
Ｃ　ＣＥを、上位層の信号（ｈｉｇｈｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）とも称す
る。
【００５３】
　ＰＵＳＣＨおよびＰＤＳＣＨは、ＲＲＣシグナリング、および、ＭＡＣ　ＣＥを送信す
るために少なくとも用いられる。ここで、基地局装置３よりＰＤＳＣＨで送信されるＲＲ
Ｃシグナリングは、セル内における複数の端末装置１に対して共通のＲＲＣシグナリング
であってもよい。セル内における複数の端末装置１に対して共通のＲＲＣシグナリングは
、共通ＲＲＣシグナリングとも呼称される。基地局装置３からＰＤＳＣＨで送信されるＲ
ＲＣシグナリングは、ある端末装置１に対して専用のＲＲＣシグナリング（ｄｅｄｉｃａ
ｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇまたはＵＥ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇとも呼
称される）であってもよい。端末装置１に対して専用のＲＲＣシグナリングは、専用ＲＲ
Ｃシグナリングとも呼称される。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数
の端末装置１に対して共通のＲＲＣシグナリング、または、ある端末装置１に対して専用
のＲＲＣシグナリングを用いて送信されてもよい。ＵＥスペシフィックパラメータは、あ
る端末装置１に対して専用のＲＲＣシグナリングを用いて送信されてもよい。
【００５４】
　ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）、ＣＣＣＨ（Ｃｏ
ｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）、および、ＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｅｅｌ）は、ロジカルチャネルである。例えば、ＢＣＣＨは
、ＭＩＢを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、ＢＣＣＨは、シス
テム情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。なお、システム情報には
、ＳＩＢ１（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　ｔｙｐｅ１）が含ま
れてもよい。また、システム情報には、ＳＩＢ２（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｂｌｏｃｋ　ｔｙｐｅ２）を含むＳＩ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）メ
ッセージが含まれてもよい。また、ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）は、複数の端末装置１において共通な情報を送信するために用いられる上位層の
チャネルである。ここで、ＣＣＣＨは、例えば、ＲＲＣ接続されていない端末装置１のた
めに用いられる。また、ＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）は、端末装置１に個別の制御情報（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、ＤＣＣ
Ｈは、例えば、ＲＲＣ接続されている端末装置１のために用いられる。
【００５５】
　ロジカルチャネルにおけるＢＣＣＨは、トランスポートチャネルにおいてＢＣＨ、ＤＬ
－ＳＣＨ、または、ＵＬ－ＳＣＨにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるＣＣ
ＣＨは、トランスポートチャネルにおいてＤＬ－ＳＣＨまたはＵＬ－ＳＣＨにマップされ
てもよい。ロジカルチャネルにおけるＤＣＣＨは、トランスポートチャネルにおいてＤＬ
－ＳＣＨまたはＵＬ－ＳＣＨにマップされてもよい。
【００５６】
　トランスポートチャネルにおけるＵＬ－ＳＣＨは、物理チャネルにおいてＰＵＳＣＨに
マップされる。トランスポートチャネルにおけるＤＬ－ＳＣＨは、物理チャネルにおいて
ＰＤＳＣＨにマップされる。トランスポートチャネルにおけるＢＣＨは、物理チャネルに
おいてＰＢＣＨにマップされる。
【００５７】
　端末装置１から基地局装置３への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チ
ャネルが少なくとも用いられてもよい。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力され
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た情報を送信するために、物理層によって使用されてもよい。
・ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
・ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
・ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
【００５８】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータ（ＴＢ、ＭＡＣ　ＰＤＵ、ＵＬ－ＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ
、ＣＢ、ＣＢＧ）を送信するために用いられる。ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータと共に
ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよび／またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。
ＰＵＳＣＨはチャネル状態情報のみ、または、ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよびチャネル状態情報
のみを送信するために用いられてもよい。ＰＵＳＣＨは、ランダムアクセスメッセージ３
を送信するために用いられる。
【００５９】
　ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブル（ランダムアクセスメッセージ１）を送
信するために用いられる。ＰＲＡＣＨは、初期コネクション確立（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）プロシージャ、ハンドオーバプロシー
ジャ、コネクション再確立（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
）プロシージャ、上りリンクデータの送信に対する同期（タイミング調整）、およびＰＵ
ＳＣＨ（ＵＬ－ＳＣＨ）リソースの要求の少なくとも一部を示すために用いられてもよい
。
【００６０】
　ＰＵＣＣＨは、上りリンク制御情報（ＵＣＩ：Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクチ
ャネルのチャネル状態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）、初期送信のためのＰＵＳＣＨ（ＵＬ－ＳＣＨ：Ｕｐｌｉｎｋ－Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト（ＳＲ
：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、下りリンクデータ（ＴＢ：Ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔ　ｂｌｏｃｋ、ＭＡＣ　ＰＤＵ：Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ、ＤＬ－ＳＣＨ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ－Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　
Ｃｈａｎｎｅｌ、ＣＢ：ｃｏｄｅ　ｂｌｏｃｋ、ＣＢＧ：ｃｏｄｅ　ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏ
ｕｐ）に対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　
ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を含む。ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ＡＣ
Ｋ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）またはＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を示す。
【００６１】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫを、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＨＡＲＱフィードバック、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
フィードバック、ＨＡＲＱ応答、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ応答、ＨＡＲＱ情報、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報、ＨＡＲＱ制御情報、および、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ制御情報とも称する。下りリンク
データが成功裏に復号された場合、該下りリンクデータに対するＡＣＫが生成される。下
りリンクデータが成功裏に復号されなかった場合、該下りリンクデータに対するＮＡＣＫ
が生成される。ＤＴＸ（discontinuous transmission）は、下りリンクデータを検出しな
かったことを意味してもよい。ＤＴＸ（discontinuous transmission）は、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ応答を送信するべきデータを検出しなかったことを意味してもよい。ＨＡＲＱ－ＡＣ
ＫのためのＰＵＣＣＨリソースを、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとも称する。
【００６２】
　チャネル状態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
は、チャネル品質指標（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）とランク指標（ＲＩ：Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含んでもよい。チャネル品質
指標は、プレコーダ行列指標（ＰＭＩ：Ｐｒｅｃｏｄｅｒ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）を含んでもよい。チャネル状態情報はプレコーダ行列指標を含んでもよい。ＣＱ
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Ｉは、チャネル品質（伝搬強度）に関連する指標であり、ＰＭＩは、プレコーダを指示す
る指標である。ＲＩは、送信ランク（または、送信レイヤ数）を指示する指標である。
【００６３】
　スケジューリングリクエストは、正のスケジューリングリクエスト（positive schedul
ing request）、または、負のスケジューリングリクエスト（negative scheduling reque
st）を含む。正のスケジューリングリクエストは、初期送信のためのＵＬ－ＳＣＨリソー
スを要求することを示す。負のスケジューリングリクエストは、初期送信のためのＵＬ－
ＳＣＨリソースを要求しないことを示す。端末装置１は、正のスケジューリングリクエス
トを送信するかどうかを決定してもよい。スケジューリングリクエストが負のスケジュー
リングリクエストであることは、端末装置１が正のスケジューリングリクエストを送信し
ないと決定したことを意味してもよい。なお、スケジューリングリクエストの情報は、あ
るスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対して該スケジューリングリク
エストが正のスケジューリングリクエストであるか、または、負のスケジューリングリク
エストであるかを示す情報である。
【００６４】
　スケジューリングリクエストコンフィギュレーションは、上位層の信号（ＲＲＣメッセ
ージ、ＲＲＣ情報、ＲＲＣシグナリング）を介して、端末装置１に設定されてもよい。な
お、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションは、スケジューリングリクエス
トのためのＰＵＣＣＨリソースを示す情報（パラメータ）を含んでもよい。スケジューリ
ングリクエストのためのＰＵＣＣＨリソースは、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースと称されても
よい。スケジューリングリクエストのためのＰＵＣＣＨリソースを示す情報には、ＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースに対する、周波数領域の割当てを示す情報および時間領域の割当てを
示す情報があってもよい。ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対する周波数領域の割当てを示す
情報は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが割り当てられるＰＲＢインデックスを示す情報であ
ってもよい。また、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対する時間領域の割当てを示す情報は、
周期および時間領域のオフセット（サブフレームオフセット、スロットオフセット、シン
ボルオフセット）を示す情報であってもよい。なお、オフセットは、時間領域におけるオ
フセットであってもよく、周期に対するオフセットであってもよい。例えば、周期は、時
間で定義されてもよいし、無線フレーム数（無線フレーム単位）で定義されてもよいし、
サブフレーム数（サブフレーム単位）で定義されてもよいし、スロット数（スロット単位
）で定義されてもよいし、ＯＦＤＭシンボル数（シンボル単位）で定義されてもよい。な
お、オフセットは、時間で定義されてもよいし、無線フレーム数（無線フレーム単位）で
定義されてもよいし、サブフレーム数（サブフレーム単位）で定義されてもよいし、スロ
ット数（スロット単位）で定義されてもよいし、ＯＦＤＭシンボル数（シンボル単位）で
定義されてもよい。なお、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースに対する時間領域の割当てを示す情
報は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースの送信間隔（タイムユニット、送信タイミング）を示す
情報であってもよい。
【００６５】
　ＭＡＣエンティティには、０個、１個、または、それより多いスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションが設定されてもよい。つまり、基地局装置３は、上位層の信
号を用いて端末装置１に複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーション(Mul
tiple SR configuration)を設定してもよい。複数のスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションのそれぞれに対して、独立（個別）に、スケジューリングリクエストの
ためのＰＵＣＣＨリソースを示す情報が設定されてもよい。つまり、スケジューリングリ
クエストコンフィギュレーションのそれぞれに対して、個別にＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
が設定されてもよい。複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションのそれ
ぞれは、１つ、または、１つより多いロジカルチャネル（logical channel、論理チャネ
ル）に対応してもよい。ロジカルチャネルのそれぞれは、上位層の信号の設定に基づいて
、複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内の１つまたは複数にマ
ッピングされてもよい。複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内
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、どのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションが用いられるかは、スケジュ
ーリングリクエストをトリガするロジカルチャネルに基づいて、与えられてもよい。なお
、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションがトリガされることは、該スケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストがト
リガされることと意味してもよい。スケジューリングリクエストがトリガされる場合には
、該スケジューリングリクエストがキャンセルされるまで、該スケジューリングリクエス
トはペンディングであるとみなされる。
【００６６】
　ロジカルチャネルは、データ転送サービス（data transfer services）に対応してもよ
い。例えば、複数のロジカルチャネルのそれぞれは、特定のタイプの情報の転送をサポー
トしてもよい。つまり、ロジカルチャネルタイプのそれぞれは、どのタイプの情報が転送
されるかによって定義されてもよい。
【００６７】
　図３は、本実施形態におけるロジカルチャネルとスケジューリングリクエストコンフィ
ギュレーションの対応関係の一例を示す図である。図３は、端末装置１に３つのスケジュ
ーリングリクエストコンフィギュレーションが設定された場合を示している。３つのスケ
ジューリングリクエストコンフィギュレーションのそれぞれは、１つ、または、１つより
多いロジカルチャネルに対応する。図３において、ＳＲコンフィギュレーション＃０は、
ロジカルチャネル＃０に対応してもよい。ＳＲコンフィギュレーション＃１は、ロジカル
チャネル＃１およびロジカルチャネル＃２に対応してもよい。ＳＲコンフィギュレーショ
ン＃２は、ロジカルチャネル＃３およびロジカルチャネル４に対応してもよい。例えば、
スケジューリングリクエストをトリガするロジカルチャネルがロジカルチャネル＃０であ
る場合、ＳＲ　コンフィギュレーション＃０は使われてもよい。また、例えば、スケジュ
ーリングリクエストをトリガするロジカルチャネルがロジカルチャネル＃３場合、ＳＲコ
ンフィギュレーション＃２は使われてもよい。つまり、何れかのスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションが用いられるかは、対応するロジカルチャネルに基づいて、
与えられることができる。
【００６８】
　複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションが設定される場合、あるタ
イムユニットにおいて、１つまたは複数のスケジューリングリクエスト（ＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈリソース）の送信が生じる。
【００６９】
　基地局装置３は、上位層の信号を介して、端末装置１に設定される、複数のスケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションのそれぞれに対して、複数のスケジューリング
リクエストコンフィギュレーション間の優先度（priority）を設定してもよい。端末装置
１は、上位層の信号によって設定された優先度に基づいて、あるタイムユニットにおいて
、複数のスケジューリングリクエストの送信が生じる（トリガされる）場合には、最も優
先度が高いスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対するＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈリソースを用いてスケジューリングリクエストの送信を行ってもよい。
【００７０】
　ＭＡＣ層は、あるタイムユニットにおいて生じた（トリガされた）複数のスケジューリ
ングリクエストの送信に対して、優先度に基づいて、どのスケジューリングリクエストコ
ンフィギュレーションに対応するスケジューリングリクエストを送信するかを物理層に通
知／指示してもよい。スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度は、
あるタイムユニットにおいて複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーション
のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが同時にトリガされた場合、ＭＡＣ層が
どのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリングリク
エストをシグナル（signal）するよう物理層に通知／指示をする処理ということを意味し
てもよい。即ち、あるタイムユニットにおいて複数のスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションのそれぞれに対してスケジューリングリクエストが同時にトリガされた
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場合、ＭＡＣ層は、トリガされたスケジューリングリクエストに対応される複数のスケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションの内、最も優先度が高いスケジューリング
リクエストコンフィギュレーションを選択しスケジューリングリクエストをシグナル（si
gnal）するよう物理層に通知／指示してもよい。
【００７１】
　スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度は、スケジューリングリ
クエストコンフィギュレーションに対応するロジカルチャネルの優先度とリンクされても
よい。また、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度は、対応する
ロジカルチャネルのインデックスに基づいて、与えられてもよい。例えば、対応するロジ
カルチャネルの内インデックスが小さいスケジューリングリクエストコンフィギュレーシ
ョンの優先度は、高くてもよい。また、例えば、スケジューリングリクエストがトリガさ
れているスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内、スケジューリングリ
クエストをトリガするロジカルチャネルのインデックスが小さいスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションの優先度は、高くてもよい。また、複数のスケジューリング
リクエストコンフィギュレーションの優先度は、スケジューリングリクエストコンフィギ
ュレーションのインデックスに基づいて、暗示的に与えられてもよい。例えば、該インデ
ックスの値が小さいスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度を高く
してもよいし、該インデックスの値が大きい小さいスケジューリングリクエストコンフィ
ギュレーションの優先度を高くしてもよい。スケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションの優先度は、ロジカルチャネルに対応する転送データのタイプとリンクされても
よい。また、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度は、ロジカル
チャネルに対応するデータの送信に用いられるサブキャリア間隔に基づいて与えられても
よい。例えば、ロジカルチャネルに対応するサブキャリア間隔の値が大きい（サブキャリ
ア間隔が広い、または、スロット期間が短い）ロジカルチャネルの優先度が高くてもよい
。また、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度は、ロジカルチャ
ネルに対応するデータの送信に用いられるＯＦＤＭシンボル数に基づいて与えられてもよ
い。例えば、データの送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの数が少ない（データの送信時
間が短い）ロジカルチャネルの優先度が高くてもよい。即ち、端末装置１は、スケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションに対応するロジカルチャネルの優先度に基づい
て、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度を判断することができ
る。また、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの優先度は、該スケジュ
ーリングリクエストコンフィギュレーションに対して設定されるＰＵＣＣＨ　リソースの
ＯＦＤＭシンボル数に基づいて、与えられてもよい。例えば、ＳＲ送信に用いられるＰＵ
ＣＣＨ　リソースのＯＦＤＭシンボル数が少ないスケジューリングリクエストコンフィギ
ュレーションの優先度は高くてもよい。
【００７２】
　また、ＭＡＣ層は、あるタイムユニットにおいて複数のスケジューリングリクエストコ
ンフィギュレーションに対する複数のスケジューリングリクエストの送信がトリガされた
場合、複数のスケジューリングリクエストをシグナルするよう物理層に通知／指示しても
よい。この場合、端末装置１は、トリガされた複数のスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションに対応するＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースではなく、複数のスケジューリン
グリクエストに対応する別のＰＵＣＣＨ　リソースの送信を行ってもよい。該ＰＵＣＣＨ
　リソースは、予め上位層の信号を介して設定されてもよい。該ＰＵＣＣＨ　リソースは
、トリガされた複数のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対して正の
スケジューリングリクエストの情報を示すために用いられてもよい。該ＰＵＣＣＨリソー
スは、複数のビットで構成されるスケジューリングリクエストビットフィールドを送信す
るために用いられてもよい。基地局装置３は、該ＰＵＣＣＨリソースにおいてスケジュー
リングリクエストの送信を検出することに基づいて、複数のスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションのそれぞれに対応する複数のスケジューリングリクエストが正の
スケジューリングリクエストであることを判断してもよい。
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【００７３】
　図４は本実施形態におけるスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの設定
の一例を示す図である。図４において、端末装置１には３つのスケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションが設定される。図４において、３つのスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションのそれぞれはＳＲ＃０、ＳＲ＃１、および、ＳＲ＃２に対応
する。＃０、＃１、＃２はスケジューリングリクエストコンフィギュレーションのインデ
ックスである。例えば、インデックスが一番小さいＳＲ＃０には優先度が一番高くてもよ
い。インデックスが一番大きいＳＲ＃２には優先度が一番低くてもよい。ＳＲ＃０、ＳＲ
＃１、および、ＳＲ＃２のそれぞれは対応（関連）するＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有す
る。図４の示すよう、ＳＲ＃０、ＳＲ＃１、および、ＳＲ＃２のそれぞれに対する周期、
オフセット、および／または、スケジューリングリクエストためのＰＵＣＣＨリソースの
ＯＦＤＭシンボルは異なって設定されてもよい。例えば、端末装置１は、あるスケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストがトリガ
された場合、該スケジューリングリクエストコンフィギュレーションが有する（対応する
）ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを用いて、スケジューリングリクエストを送信してもよい。
【００７４】
　以下、本実施形態におけるＰＵＣＣＨのフォーマットについて、説明する。
【００７５】
　ＰＵＣＣＨのフォーマットは、少なくとも５種類与えられてもよい。ＰＵＣＣＨフォー
マット０は、ＰＵＣＣＨフォーマット０は、系列の選択によりＵＣＩが送信されるＰＵＣ
ＣＨのフォーマットである。ＰＵＣＣＨフォーマット０において、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト０のための系列のセットが定義される。該ＰＵＣＣＨフォーマット０のための系列のセ
ットは、１または複数のＰＵＣＣＨフォーマット０のための系列を含む。１または複数の
ＰＵＣＣＨフォーマット０のための系列の中から、ビットのブロックに少なくとも基づき
１つのＰＵＣＣＨフォーマット０のための系列が選択される。選択されたＰＵＣＣＨフォ
ーマット０のための系列は、上りリンク物理チャネルにマップされ、送信される。ビット
のブロックはＵＣＩにより与えられてもよい。ビットのブロックは、ＵＣＩに対応しても
よい。ＰＵＣＣＨフォーマット０において、ビットのブロックのビット数Ｍｂｉｔ＜３で
あってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット０において、ＰＵＣＣＨのＯＦＤＭシンボル数は
１または２であってもよい。また、ＰＵＣＣＨフォーマット０において、ＰＵＣＣＨのＯ
ＦＤＭシンボル数は３であってもよい。
【００７６】
　該選択されたＰＵＣＣＨフォーマット０のための系列は、所定の電力縮減因子（または
、振幅縮減因子）が乗算されてもよい。該選択されたＰＵＣＣＨフォーマット０のための
系列は、ＰＵＣＣＨフォーマット０のためのリソースエレメント（ｋ、ｌ）からｋに関し
て昇順にマップされる。所定の電力縮減因子は、送信電力制御のために少なくとも用いら
れる。ここで、ｋは周波数領域のインデックスである。ｌは時間領域のインデックスであ
る。
【００７７】
　即ち、ＰＵＣＣＨフォーマット０は、１ビットまたは２ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ、（
もしあれば）スケジューリングリクエストを含むＵＣＩを送信するために用いられてもよ
い。ＰＵＣＣＨフォーマット０に用いられるＰＵＣＣＨリソースを示す情報は、ＲＢイン
デックス、および、サイクリックシフトの情報を含んでもよい。つまり、ＰＵＣＣＨリソ
ースが異なることは、ＲＢインデックスとサイクリックシフトの内、何れかが異なること
を意味してもよい。
【００７８】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１は、ＰＵＣＣＨフォーマット１のための系列の変調によりＵ
ＣＩが送信されるＰＵＣＣＨのフォーマットである。ビットのブロックは、ビットのブロ
ックに含まれるビット数Ｍｂｉｔ＝１の場合にＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓ
ｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）で変調され、複素数値変調シンボルｄ（０）が生成されてもよ
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い。ビットのブロックは、ビットのブロックに含まれるビット数Ｍｂｉｔ＝２の場合にＱ
ＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）で変調され、
複素数値変調シンボルｄ（０）が生成されてもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット１において
、ビットのブロックのビット数Ｍｂｉｔ＜３であってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット１
において、ＰＵＣＣＨのＯＦＤＭシンボル数は４以上であってもよい。
【００７９】
　即ち、ＰＵＣＣＨフォーマット１は、１ビットまたは２ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫ、お
よび／または、（もしあれば）スケジューリングリクエストを含むＵＣＩを送信するため
に用いられてもよい。
【００８０】
　端末装置１がＰＵＣＣＨフォーマット１を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する時に、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット１の送信が行われるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ
　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラップした場合、オーバラップしたＳＲ
　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションのそ
れぞれに対してスケジューリングリクエストが負のスケジューリングリクエストであるな
らば、端末装置１は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－
ＡＣＫを送信する。
【００８１】
　端末装置１がＰＵＣＣＨフォーマット１を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する時、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット１の送信が行われるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラップした場合、オーバラップしたＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対し
て正のスケジューリングリクエストであるならば、端末装置１は、スケジューリングリク
エストのためのＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する。基地局装置３
は、どのＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースでＨＡＲＱ－ＡＣＫを検出したかに基づいて、どのス
ケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対するスケジューリングリクエスト
が送信されたかを識別する。ここで、正のスケジューリングリクエストに対するスケジュ
ーリングリクエストコンフィギュレーションが複数あった場合、端末装置１は、その中で
優先度が最も高いスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応するＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信してもよい。
【００８２】
　本実施形態において、端末装置１は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースにおいてＰＵＣＣＨフ
ォーマット０またはＰＵＣＣＨフォーマット１の送信を行ってもよい
【００８３】
　ＰＵＣＣＨフォーマット２は、ＰＵＣＣＨフォーマット２のための系列の変調によりＵ
ＣＩが送信されるＰＵＣＣＨのフォーマットである。ビットのブロックは、例えば、変調
されることに基づき、ＰＵＣＣＨフォーマット２のための出力系列ｚ（ｐ）（ｎ）が生成
されてもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット２において、ビットのブロックのビット数Ｍｂｉ

ｔ＞２であってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット２において、ＰＵＣＣＨのＯＦＤＭシン
ボルの数は１または２であってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット２において、ＰＵＣＣＨ
のＯＦＤＭシンボルの数は３であってもよい。
【００８４】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＰＵＣＣＨフォーマット３のための系列の変調によりＵ
ＣＩが送信されるＰＵＣＣＨのフォーマットである。ビットのブロックは、例えば、変調
されることに基づき、ＰＵＣＣＨフォーマット３のための出力系列ｚ（ｐ）（ｎ）が生成
されてもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット３において、ビットのブロックのビット数Ｍｂｉ

ｔ＞２であってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット３において、ＰＵＣＣＨのＯＦＤＭシン
ボルの数は４以上であってもよい。
【００８５】
　ＰＵＣＣＨフォーマット４は、ＰＵＣＣＨフォーマット４のための系列の変調によりＵ
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ＣＩが送信されるＰＵＣＣＨのフォーマットである。ビットのブロックは、例えば、変調
されることに基づき、ＰＵＣＣＨフォーマット３のための出力系列ｚ（ｐ）（ｎ）が生成
されてもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット４において、ビットのブロックのビット数Ｍｂｉ

ｔ＞２であってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット３において、ＰＵＣＣＨのＯＦＤＭシン
ボルの数は４以上であってもよい。ＰＵＣＣＨフォーマット４のためのビット数は、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット３のためのビット数より、少ないであってもよい。例えば、ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット４のためのビット数は、所定の値を超えないよう制限されてもよい。
【００８６】
　即ち、ＰＵＣＣＨフォーマット２、ＰＵＣＣＨフォーマット３、および、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット４は、２ビットよりも多いＨＡＲＱ－ＡＣＫ、（もしあれば）スケジューリン
グリクエスト、および／または、（もしあれば）ＣＳＩを含むＵＣＩを送信するために用
いられる。つまり、ＵＣＩは、２ビットよりも多いビット数で構成される。
【００８７】
　本実施形態において、端末装置１は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースにおいてＰＵＣＣＨフ
ォーマット２、ＰＵＣＣＨフォーマット３、または、ＰＵＣＣＨフォーマット４の送信を
行わなくてもよい。
【００８８】
　以下、本実施形態においてあるスロットにおいてＨＡＲＱ－ＡＣＫおよび／またはスケ
ジューリングリクエストの送信について説明する。図５は、本実施形態におけるＨＡＲＱ
－ＡＣＫの送信および／またはスケジューリングリクエストビットの送信ためのフロー図
である。
【００８９】
　（Ｓ８００）端末装置１は、受信した下りリンクデータ（ＰＤＳＣＨ）に対するＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫビットを決定（生成）してもよい。なお、端末装置１は、下りリンクデータの
復号結果に基づいて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのそれぞれにＡＣＫかＮＡＣＫをセットし
てもよい。続いて、端末装置１は、上位層の信号、および／または、下りリンクグラント
に少なくとも基づいて、該ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信ためのＰＵＣＣＨフォーマットとＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを決定してもよい。例えば、端末装置１は、ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット２、ＰＵＣＣＨフォーマット３、および、ＰＵＣＣＨフォーマット４の内
、何れかを決定してもよい。以下、本実施形態において、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨ
リソースは、ＰＵＣＣＨフォーマット２、ＰＵＣＣＨフォーマット３、および、ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット４の内、何れかの送信に用いられてもよい。
【００９０】
　（Ｓ８０１）端末装置１、第１の条件に基づいて、次にどのステップを選択し進むかを
決定してもよい。第１の条件は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信に用いられるＨＡＲＱ－ＡＣＫ
　ＰＵＣＣＨリソースが、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップす
るかどうかという条件である。ここで、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨは、（Ｓ８００）
において決定されたリソースであってもよい。つまり、端末装置１は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースがオーバラップしていない場合、Ｓ８
０２に進む。端末装置１は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨ
リソースがオーバラップした場合、Ｓ８０３に進む。
【００９１】
　（Ｓ８０２）端末装置１は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズを０に
決定し、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースにおいてＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを送信
する。
【００９２】
　（Ｓ８０３）端末装置１は、第２の条件に基づいて、第１の決定方法または第２の決定
方法を選択する。ここで、（Ｓ８０４）は第１の決定方法に対応する。（Ｓ８０５）は、
第２の決定方法に対応する。第２の条件は、上位層の信号であってもよい。該上位層の信
号は、第１の決定方法と第２の決定方法の何れかを利用するかを示すために用いられる。
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第１の決定方法と第２の決定方法は後述する。
【００９３】
　また、第２の条件は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信するために用いられるＰＵＣＣＨフォー
マットの種類である。つまり、何れかの決定方法を利用するかは、ＰＵＣＣＨフォーマッ
トの種類に応じて与えられる。一例として、例えば、端末装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマ
ット２または３を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する場合、第１の決定方法（Ｓ８０４）
を選択してもよい。端末装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット４を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫ
を送信する場合、第２の決定方法（Ｓ８０５）を選択してもよい。また、例えば、端末装
置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する場合、第１の決
定方法（Ｓ８０４）を選択してもよい。端末装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用い
てＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する場合、第２の決定方法（Ｓ８０５）を選択してもよい。
【００９４】
　また、第２の条件は、（Ｓ８００）において決定されたＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのサイ
ズであってもよい。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのサイズが所定の値を超えている場
合、端末装置１は、第２の決定方法を選択する。また、例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビット
のサイズが所定の値を超えていない場合、端末装置１は、第１の決定方法を選択する。
【００９５】
　また、第２の条件は、（Ｓ８００）において決定されたＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨ
リソースと時間領域においてオーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションの数であってもよい。例えば、オーバラッ
プしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ションの数が所定の値を超えている場合、端末装置１は、第２の決定方法を選択する。ま
た、例えば、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリク
エストコンフィギュレーションの数が所定の値を超えていない場合、端末装置１は、第１
の決定方法を選択する。例えば、所定の値は２であってもよい。また、例えば、所定の値
は７であってもよい。
【００９６】
　（Ｓ８０４）端末装置１は、第１の決定方法を用いて、スケジューリングリクエストビ
ットＯＳＲのサイズを決定する。端末装置１は、スケジューリングリクエストビットのそ
れぞれに対して、‘０’または‘１’をセットする。ここで、スケジューリングリクエス
トビットのそれぞれは、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションのそれぞれに対してスケジューリングリクエス
トの情報を示すために用いられてもよい。続いて、端末装置１は、生成されるスケジュー
リングリクエストビットを、ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを示すＨＡＲＱ－ＡＣＫビ
ットのシーケンスの後ろに付加してもよい。即ち、スケジューリングリクエストビットは
、ＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースにおいて送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫと
多重される。
【００９７】
　（Ｓ８０５）端末装置１は、第２の決定方法を用いて、スケジューリングリクエストビ
ットＯＳＲのサイズを決定する。端末装置１は、スケジューリングリクエストビットのそ
れぞれに対して、‘０’または‘１’をセットする。ここで、スケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションの内、正のスケジューリングリクエストに対応するスケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションの数が１つである場合、スケジューリングリク
エストビットＯＳＲは、正のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングコ
ンフィギュレーションを示すために少なくとも用いられてもよい。また、スケジューリン
グリクエストコンフィギュレーションの内、正のスケジューリングリクエストに対応する
スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数が１つより多い場合、スケジュ
ーリングリクエストビットＯＳＲは、正のスケジューリングリクエストに対応するスケジ
ューリングコンフィギュレーションの内、優先度が一番高いスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションを示すために少なくとも用いられてもよい。続いて、端末装置１
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は、生成されるスケジューリングリクエストビットを、ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック
を示すＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのシーケンスの後ろに付加してもよい。即ち、スケジュー
リングリクエストビットは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソースにおいて送信
されるＨＡＲＱ－ＡＣＫと多重される。
【００９８】
　上述した送信動作に基づいて、基地局装置３は、該ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソ
ースにおいてＵＣＩビットを受信することに基づいて、スケジューリングリクエストコン
フィギュレーションのそれぞれに対応するスケジューリングリクエストの情報を取得でき
る。つまり、基地局装置３は、該ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースにおいてＵＣＩ
ビットを受信することに基づいて、スケジューリングリクエストコンフィギュレーション
のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストか、
負のスケジューリングリクエストかを判断することができる。
【００９９】
　即ち、本実施形態において、端末装置１がＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵＣＣＨリソー
スを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを送信してもよい。該ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　Ｐ
ＵＣＣＨリソースが上位層の信号から設定されているＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領
域においてオーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは
、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコン
フィギュレーションの数に基づいて、与えられてもよい。また、該ＰＵＣＣＨリソースが
上位層の信号から設定されているＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラ
ップしない場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは、０で与えられて
もよい。言い換えると、ＰＵＣＣＨフォーマットの送信が行われる第１のタイムユニット
において上位層の信号からスケジューリングリクエストの送信が設定されている場合、ス
ケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは、該第１のタイムユニットにおいて同
時に設定されているスケジューリングリクエストの送信ためのスケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションの数に基づいて、与えられてもよい。また、該ＰＵＣＣＨフォ
ーマットの送信が行われる第１のタイムユニットにおいて上位層の信号からスケジューリ
ングリクエストの送信が設定されていない場合、スケジューリングリクエストビットＯＳ

Ｒのサイズは、０で与えられてもよい。ここで、第１のタイムユニットは、時間領域にお
いてＰＵＣＣＨフォーマットの送信が行われる期間であり、ＰＵＣＣＨフォーマットの送
信に用いられるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域における期間であって
もよい。該ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースは、下りリンクグラント、および／ま
たは、上位層の信号に少なくとも基づいて与えられてもよい。
【０１００】
　図６は、本実施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈリソースが時間領域においてオーバラップしない例を示す図である。
【０１０１】
　図６において、端末装置１には、スロット５０２で２つのスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーション｛ＳＲ＃０、ＳＲ＃１｝が上位層の信号から設定される。即ち、
上位層の信号から設定されている２つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーシ
ョンのそれぞれはＳＲ＃０、および、ＳＲ＃１に対応する。スロット５０２において、Ｓ
Ｒ＃０は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースｓ００４、および、ｓ００５を有する。スロット５
０２において、ＳＲ＃１は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースｓ１０２を有する。リソースｈ０
０２はスロット５０２におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースである。時間領域
において、ｔ００２はＰＵＣＣＨフォーマットの送信が行われるタイムユニットである。
【０１０２】
　例えば、スロット５０２において、端末装置１はＰＵＣＣＨフォーマット２または３を
用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックをリソースｈ００２で送信する。タイムユニット
ｔ００２において、ＳＲ＃０が有するＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース｛ｓ００４、ｓ００５｝
、および、ＳＲ＃１が有するＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースｓ１０２は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　
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ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップしていない。この場合、スケジュー
リングリクエストビットＯＳＲのサイズは、０で与えられてもよい。この場合、端末装置
１は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースｈ００２、および、ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト２またはＰＵＣＣＨフォーマット３を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫのみを送信してもよい。
【０１０３】
　以下、図７を用いて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースが時間領域においてオーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットＯＳ

Ｒの生成に用いられる第１の決定方法と第２の決定方法について説明する。図７は、本実
施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時
間領域においてオーバラップした時スケジューリングリクエストビットのサイズを決定す
る一例を示す図である。
【０１０４】
　また、図７において、端末装置１にはスロット５０１で３つのスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーション｛ＳＲ＃０、ＳＲ＃１、ＳＲ＃２｝が上位層の信号から設定
される。即ち、上位層の信号から設定されている３つのスケジューリングリクエストコン
フィギュレーションのそれぞれはＳＲ＃０、ＳＲ＃１、および、ＳＲ＃２に対応する。ス
ロット５０１において、ＳＲ＃０は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースｓ００１、ｓ００２、お
よび、ｓ００３を有する。スロット５０１において、ＳＲ＃１は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースｓ１０１を有する。スロット５０１において、ＳＲ＃２はＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
ｓ２０１を有する。リソースｈ００１はスロット５０１におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵ
ＣＣＨリソースである。
【０１０５】
　例えば、スロット５０１において、端末装置１はＰＵＣＣＨフォーマット２または３を
用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックをリソースｈ００１で送信する。時間領域におい
て、ｔ００１はＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３の送信が行わ
れるタイムユニットである。ＳＲ＃０が有する｛ｓ００１、ｓ００２｝、ＳＲ＃１が有す
るｓ１０１、および、ＳＲ＃２が有するｓ２０１はＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソー
スｈ００１と時間領域においてオーバラップしてしまう。ここで、ＳＲ＃０が有するｓ０
０３はＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースｈ００１と時間領域においてオーバラップ
しない。
【０１０６】
　つまり、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信のためのＰＵＣＣＨリソースが上位層の信号から設定
されるＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップした場合、スケジュー
リングリクエストビットＯＳＲのサイズは、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
を有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数で与えられてもよい。
第１の決定方法は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズが、オーバラップ
したＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーシ
ョンの数にセットされる方法である。つまり、第１の決定方法を用いた場合、スケジュー
リングリクエストビットＯＳＲのサイズは、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
を有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数と同一である。スケジ
ューリングリクエストビットのそれぞれは、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソース
を有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションのそれぞれに対してスケジ
ューリングリクエストの情報を示すために用いられてもよい。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣ
ＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラップした場合、該
オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションの数はＫ個とする。第１の決定方法を用いて、Ｋ個のスケジューリング
リクエストコンフィギュレーションに対応させてＫビットのビットマップ情報が通知され
る。ビットマップの情報ビットのそれぞれは、１つのスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションに対応する。例えば、ビットマップ情報では、正のスケジューリングリ
クエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションには“１”がセ
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ットされ、負のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエストコン
フィギュレーションには“０”がセットされてもよい。
【０１０７】
　図７において、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースｈ００１とオーバラップしたＳ
Ｒ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの
数は３である。即ち、第１の決定方法によって決定されたスケジューリングリクエストビ
ットＯＳＲのサイズは３ビット（ＯＳＲ（０）、ＯＳＲ（１）、ＯＳＲ（２））の情報ビ
ットである。この場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲの情報ビットそれぞれ
は、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションのそれぞれに対応する。例えば
、ＯＳＲ（０）はＳＲ＃０に対応してもよい。ＯＳＲ（１）はＳＲ＃１に対応してもよい
。ＯＳＲ（２）はＳＲ＃２に対応してもよい。ＳＲ＃０に対して、スケジューリングリク
エストが正のスケジューリングリクエスト（positive　SR）である場合、ＯＳＲ（０）は
１にセットされてもよい。また、ＳＲ＃０に対して、スケジューリングリクエストが負の
スケジューリングリクエスト（negative　SR）である場合、ＯＳＲ（０）は０にセットさ
れてもよい。同様に、ＳＲ＃１に対して、スケジューリングリクエストが正のスケジュー
リングリクエスト（positive　SR）である場合、ＯＳＲ（１）は１にセットされてもよい
し、スケジューリングリクエストが負のスケジューリングリクエスト（negative　SR）で
ある場合、ＯＳＲ（１）は０にセットされてもよい。ＳＲ＃２に対して、スケジューリン
グリクエストが正のスケジューリングリクエスト（positive　SR）である場合、ＯＳＲ（
２）は１にセットされてもよいし、スケジューリングリクエストが負のスケジューリング
リクエスト（negative　SR）である場合、ＯＳＲ（２）は０にセットされてもよい。端末
装置１は、ＰＵＣＣＨリソースｈ００１、および、ＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵ
ＣＣＨフォーマット３を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫビットとスケジューリングリクエストビ
ットを送信してもよい。これにより、基地局装置３は、送信したビットマップの情報に基
づいて、スケジューリングリクエストコンフィギュレーションのそれぞれに対してスケジ
ューリングリクエストの情報を特定することができる。
【０１０８】
　第１の決定方法により、Ｋ個のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの
それぞれに対してスケジューリングリクエストが示される。第２の決定方法により、オー
バラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギ
ュレーションの数が所定の数より多かった場合、ＯＳＲのサイズを適切なサイズにするこ
とができる。以下、スケジューリングリクエストビットＯＳＲの生成に用いられる第２の
決定方法について説明する。
【０１０９】
　第２の決定方法は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズが、オーバラッ
プしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレー
ションの数より少ない数にセットされる方法である。例えば、端末装置１は、ＰＵＣＣＨ
フォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵ
ＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを送信してもよい。ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラッ
プした場合、該オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリ
クエストコンフィギュレーションの数はＫ個とする。第２の決定方法を用いて決定される
スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは、Ｌビットとする。Ｌの値は、Ｌ＝
Ｃｅｉｌｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｋ＋１））で与えられてもよい。ここで、Ｃｅｉｌｉｎｇ（
＊）は、数値＊を切り上げて＊より最も近く大きい整数を出力する関数である。例えば、
Ｋの値が３である場合、Ｌは２であってもよい。また、例えば、Ｋの値が４である場合、
Ｌは３であってもよい。また、例えば、Ｋの値が７である場合、Ｌは３であってもよい。
【０１１０】
　スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズＬに対して、コードポイントの組み
合わせの数は（２＾Ｌ）である。（２＾Ｌ）は２のＬ乗のことを示す。以下、コードポイ
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ントの組み合わせ（２＾Ｌ）とスケジューリングリクエストコンフィギュレーションＫに
対してスケジューリングリクエストの情報について説明する。
【０１１１】
　図８は本実施形態に係るスケジューリングリクエストの情報とコードポイントの対応表
の一例を示す図である。ここで、スケジューリングリクエストの情報は、スケジューリン
グリクエストコンフィギュレーションのそれぞれに対して該スケジューリングリクエスト
が正のスケジューリングリクエストであるか、または、負のスケジューリングリクエスト
であるかを示す情報である。図８において、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時
間領域においてオーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリ
クエストコンフィギュレーションの数Ｋは３であってもよい。該スケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションのそれぞれはＳＲ＃０、ＳＲ＃１、および、ＳＲ＃２に対応
する。例えば、インデックスが一番小さいＳＲ＃０には優先度が一番高いであってもよい
。つまり、最も優先度が高いスケジューリングリクエストコンフィギュレーションがマッ
ピングされる第１のコードポイントとNegative SRがマッピングされる第２のコードポイ
ントのハミング距離が最大となるように、該最も優先度が高いスケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションと該Negative SRがマッピングされてもよい。例えば、該第１
のコードポイントと該第２のコードポイントのハミング距離が最大であることによって、
該第１のコードポイントと該第２のコードポイントに関する検出エラーの確率低減が期待
される。インデックスが一番大きいＳＲ＃２には優先度が一番低いであってもよい。図８
において、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズＬは２ビットであり、４つ
のコードポイント（４つの状態）に対応できる。図８において、スケジューリングリクエ
ストビットＯＳＲは、｛ＯＳＲ（０）、ＯＳＲ（１）｝である。図８において、‘Ｐｏｓ
ｉｔｉｖｅ’は正のスケジューリングリクエストを意味する。‘Ｎｅｇａｔｉｖｅ’は負
のスケジューリングリクエストを意味する。‘Ａｎｙ’は正のスケジューリングリクエス
トと負のスケジューリングリクエストの内どれでもよいことを意味する。
【０１１２】
　図８（ａ）において、Ｋ個のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内
、正のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュ
レーションの数は、０、または、１である。例えば、複数のスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストがトリガされた場合、ＭＡ
Ｃ層は、その中、優先度が一番高いスケジューリングリクエストコンフィギュレーション
を選択しスケジューリングリクエストをシグナル（signal）するよう物理層に通知／指示
してもよい。そして、物理層は、ＭＡＣ層からの指示に基づいて、通知されたスケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストを送信し
てもよい。つまり、ＭＡＣ層から通知されたスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションに対してスケジューリングリクエストは正のスケジューリングリクエストである
。それ以外のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリ
ングリクエストは負のスケジューリングリクエストである。
【０１１３】
　図８（ａ）において、４つコードポイントの内、１つは、Ｋ個のスケジューリングリク
エストコンフィギュレーションのそれぞれに対してスケジューリングリクエストが負のス
ケジューリングリクエストであることを示すために用いられる。他のコードポイントは、
正のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションを示すために用いられる。つまり、正のスケジューリングリクエストに対応する
スケジューリングリクエストコンフィグレーションを示す情報をコードポイントにしても
よい。ここで、正のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションを示す情報をコードポイントにすることは、正のスケジューリン
グリクエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションを示す情報
に基づいてコードポイントを選択することであってもよい。基地局装置３は、端末装置１
から通知したコードポイントに基づいて、スケジューリングリクエストコンフィギュレー
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ションに対してスケジューリングリクエストの情報を判断することができる。例えば、図
８（ａ）において、“００”とセットされるＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃０、Ｓ
Ｒ＃１、および、ＳＲ＃２のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが負のスケジ
ューリングリクエストであることを示すために用いられてもよい。“０１”とセットされ
るＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃０、および、ＳＲ＃１のそれぞれに対してスケジ
ューリングリクエストが負のスケジューリングリクエストであることを示し、ＳＲ＃２に
対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであることを示す
ために用いられてもよい。“１０”とセットされるＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃
０、および、ＳＲ＃２のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが負のスケジュー
リングリクエストであることを示し、ＳＲ＃１に対してスケジューリングリクエストが正
のスケジューリングリクエストであることを示すために用いられてもよい。“１１”とセ
ットされるＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃１、および、ＳＲ＃２のそれぞれに対し
てスケジューリングリクエストが負のスケジューリングリクエストであることを示し、Ｓ
Ｒ＃０に対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであるこ
とを示すために用いられてもよい。
【０１１４】
　図８（ｂ）において、Ｋ個スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内、
正のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションの数は、０、１、または、１より多い数であってもよい。例えば、複数のスケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストがト
リガされた場合、ＭＡＣ層は、トリガされた複数のスケジューリングリクエストコンフィ
ギュレーションのそれぞれに対してスケジューリングリクエストをシグナル（signal）す
るよう物理層に通知／指示してもよい。そして、物理層は、ＭＡＣ層からの指示に基づい
て、通知されたスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジュー
リングリクエストを送信してもよい。つまり、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースの
時間領域において、正のスケジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションの数は複数であってもよい。
【０１１５】
　図８（ｂ）において、４つのコードポイントの内、１つは、ＳＲ＃０、ＳＲ＃１、およ
び、ＳＲ＃２のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが負のスケジューリングリ
クエストであることを示すために用いられる。他のコードポイントは、正のスケジューリ
ングリクエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内、最
も優先度が高いスケジューリングコンフィギュレーションを示すために用いられる。図８
（ｂ）において、“００”とセットされるＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃０、ＳＲ
＃１、および、ＳＲ＃２のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが負のスケジュ
ーリングリクエストであることを示すために用いられてもよい。“０１”とセットされる
ＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃２に対してスケジューリングリクエストが正のスケ
ジューリングリクエストであることを示し、ＳＲ＃２より優先度が高いＳＲ＃０とＳＲ＃
１のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが負のスケジューリングリクエストで
あることを示すために用いられてもよい。“１０”とセットされるＯＳＲ（０）ＯＳＲ（
１）は、ＳＲ＃１に対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエス
トであることを示し、ＳＲ＃１より優先度が高いＳＲ＃０に対してスケジューリングリク
エストが負のスケジューリングリクエストであることを示し、ＳＲ＃１より優先度が低い
ＳＲ＃２に対してスケジューリングリクエストの情報を示さなくてもよい。“１１”とセ
ットされるＯＳＲ（０）ＯＳＲ（１）は、ＳＲ＃０に対してスケジューリングリクエスト
が正のスケジューリングリクエストであることを示し、ＳＲ＃０より優先度が低いＳＲ＃
１とＳＲ＃２に対してスケジューリングリクエストの情報を示さなくてもよい。これによ
り、基地局装置３は、正のスケジューリングリクエストに対するスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションの内、優先度が一番高いスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションを知ることができる。
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【０１１６】
　また、ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックのビット数が所定の値以下である場合に、ＯＳ

ＲのサイズＬはＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップ
したＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーシ
ョンの数に関わらず１であってもよい。該所定の値は、例えば１１ビットであってもよい
。ＯＳＲのサイズＬ＝１である場合、最も優先度が高いロジカルチャネルに関連するスケ
ジューリングリクエストが送信されてもよい。ＯＳＲのサイズＬ＝１である場合、最も優
先度が低いロジカルチャネルに関連するスケジューリングリクエストが送信されてもよい
。
【０１１７】
　また、本実施形態の別の態様として、端末装置１がＰＵＣＣＨフォーマット４とＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを送信する時
に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域にお
いてオーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは、オー
バラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギ
ュレーションの数に基づかず、１で与えられてもよい。つまり、オーバラップしたＳＲ　
ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数が
１より多い場合であっても、端末装置１は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲの
サイズを１でセットしてもよい。
【０１１８】
　また、端末装置１がＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソース、および、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット２または３を用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを送信する時に、ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラ
ップした場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは、オーバラップした
ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーション
の数に基づいて、与えられてもよい。つまり、オーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソー
スを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数が１より多い場合で
あっても、端末装置１は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズを１より多
いビットでセットしてもよい。
【０１１９】
　以下、本実施形態の別の態様として、端末装置１がＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソ
ースを用いてＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを送信する時に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵ
ＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオーバラップした場合、
スケジューリングリクエストビットのサイズを決定する他の一例を説明する。
【０１２０】
　前述したように、第１の決定方法は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイ
ズが、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップしたＳＲ
　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数
にセットされる方法である。また、第１の決定方法は、スケジューリングリクエストビッ
トＯＳＲのサイズが、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバ
ラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュ
レーションの数と関わらず、上位層の信号から設定されているスケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションの数にセットされる方法であってもよい。
【０１２１】
　該スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数は、ＰＵＣＣＨフォーマッ
トごとに上位層の信号より与えられてもよい。
【０１２２】
　第１の決定方法は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズが、ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの数と関わらず、上位
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層の信号に少なくとも基づきセットされる方法であってもよい。
【０１２３】
　例えば、端末装置１にはＮ個スケジューリングリクエストコンフィギュレーションが上
位層の信号から設定されている。そして、ＨＡＲＱ－ＡＣＫシーケンスと多重されるスケ
ジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズは、Ｎにセットされてもよい。ＯＳＲの情
報ビットのそれぞれは、上位層の信号から設定されているスケジューリングリクエストコ
ンフィギュレーションの1つに対応する。ＯＳＲの情報ビットとスケジューリングリクエ
ストコンフィギュレーションは１対１でマップされる。スケジューリングリクエストビッ
トＯＳＲのそれぞれは、上位層の信号から設定されているスケジューリングリクエストコ
ンフィギュレーションのそれぞれに対してスケジューリングリクエストの情報を示すため
に用いられてもよい。つまり、端末装置１は、Ｎビットのビットマップの形式を用いて、
基地局装置３にスケジューリングリクエストコンフィギュレーションＮ個のそれぞれに対
してスケジューリングリクエストの情報を通知してもよい。例えば、端末装置１は、ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内、正のスケ
ジューリングリクエストに対応するスケジューリングリクエストコンフィギュレーション
に対応される情報ビットを“１”にセットし、負のスケジューリングリクエストに対応す
るスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対応される情報ビットを“０”
にセットしてもよい。また、端末装置１は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時
間領域においてオーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有しないスケジューリング
リクエストコンフィギュレーションに対応される情報ビットを“０”にセットしてもよい
。
【０１２４】
　図９は、本実施形態におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣ
Ｈリソースが時間領域においてオーバラップした時スケジューリングリクエストビットの
サイズを決定する他の一例を示す図である。
【０１２５】
　図９において、端末装置１には３つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーシ
ョン｛ＳＲ＃０、ＳＲ＃１、ＳＲ＃２｝が上位層の信号から設定される。つまり、上位層
の信号から設定されているスケジューリングリクエストコンフィギュレーション数Ｎは３
である。スロット９０１において、ＳＲ＃０は、ＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースｓ００６、ｓ
００７、および、ｓ００８を有する。スロット９０１において、ＳＲ＃１は、ＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソースを有しない。スロット９０１において、ＳＲ＃２はＳＲ　ＰＵＣＣＨリソ
ースｓ２０３を有する。リソースｈ００３はスロット９０１におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫ　
ＰＵＣＣＨリソースである。ＳＲ＃０が有する｛ｓ００６、ｓ００７｝、および、ＳＲ＃
２が有するｓ２０３はＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースｈ００３と時間領域におい
てオーバラップしてしまう。つまり、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとオーバラ
ップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションの数Ｋは２である。
【０１２６】
　図９（ａ）において、端末装置１は、ＳＲ＃０に対してスケジューリングリクエストが
正のスケジューリングリクエストか負のスケジューリングリクエストかに基づいて、ＳＲ
＃０に対応される情報ビットＯＳＲ（０）を“１”または“０”のいずれかにセットする
。また、端末装置１は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオー
バラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有しないＳＲ＃１に対応される情報ビットＯＳ

Ｒ（１）を“０”にセットしてもよい。端末装置１は、ＳＲ＃２に対してスケジューリン
グリクエストが正のスケジューリングリクエストか負のスケジューリングリクエストかに
基づいて、ＳＲ＃２に対応される情報ビットＯＳＲ（２）を“１”または“０”のいずれ
かにセットする。続いて、端末装置１は、図９（ｂ）のようなビットマップの形式を用い
て、基地局装置３にスケジューリングリクエストコンフィギュレーション３つのそれぞれ
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に対してスケジューリングリクエストの情報を通知してもよい。例えば、端末装置１は、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いて、ビットマップ情報（１、０、０）をＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫと多重して、基地局装置３に送信する。基地局装置３は、ビットマップ情
報（１、０、０）に基づいて、ＳＲ＃０に対してスケジューリングリクエストが正のスケ
ジューリングリクエストを判断し、ＳＲ＃２に対してスケジューリングリクエストが負の
スケジューリングリクエストを判断できる。
【０１２７】
　また、本態様において、第２の決定方法は、スケジューリングリクエストビットＯＳＲ

のサイズが、上位層の信号から設定されているスケジューリングリクエストコンフィギュ
レーション数Ｎより少ない数にセットされる方法である。つまり、スケジューリングリク
エストビットＯＳＲのサイズは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域にお
いてオーバラップしたＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコ
ンフィギュレーションの数Ｋと関わらず、上位層の信号から設定されているスケジューリ
ングリクエストコンフィギュレーションの数と関連している。例えば、端末装置１には上
位層の信号からＮ個スケジューリングリクエストコンフィギュレーションが設定されてい
る。そして、ＨＡＲＱ－ＡＣＫシーケンスと多重されるスケジューリングリクエストビッ
トＯＳＲのサイズＬは、Ｌ＝Ｃｅｉｌｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｎ＋１））で与えられてもよい
。例えば、Ｎの値が３である場合、Ｌは２であってもよい。また、例えば、Ｎの値が４で
ある場合、Ｌは３であってもよい。また、例えば、Ｋの値が７である場合、Ｌは３であっ
てもよい。
【０１２８】
　続いて、本態様における第の決定方法について説明する。端末装置１には３つのスケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーション｛ＳＲ＃０、ＳＲ＃１、ＳＲ＃２｝が上位
層の信号から設定される。ここで、Ｎの値は３である。ＨＡＲＱ－ＡＣＫシーケンスと多
重されるスケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズＬは、Ｌ＝Ｃｅｉｌｉｎｇ（
ｌｏｇ２（３＋１））に基づいて、２で与えられてもよい。２ビットの情報ビットから４
つの組み合わせ（パターン、状態）が構成される。続いて、図８（ａ）を参照して、説明
する。端末装置１は、３つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対し
てスケジューリングリクエストの情報を４つのコードポイントにしてもよい。ここで、ス
ケジューリングリクエストの情報をコードポイントにすることは、スケジューリングリク
エストの情報に基づいてコードポイントを選択することであってもよい。例えば、端末装
置１は、３つスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリ
ングリクエストが負のスケジューリングリクエストであることを示す情報をコードポイン
ト（例えば、“００”）にしてもよい。また、例えば、端末装置１は、ＳＲ＃２に対して
スケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであることを示す情報を
コードポイント（例えば、“０１”）にしてもよい。また、例えば、端末装置１は、ＳＲ
＃１に対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであること
を示す情報をコードポイント（例えば、“１０”）にしてもよい。また、例えば、端末装
置１は、ＳＲ＃０に対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエス
トであることを示す情報をコードポイント（例えば、“１１”）にしてもよい。
【０１２９】
　Ｋの値とＮの値が同一である場合、端末装置１は、図８を用いて、上位層の信号から設
定されているスケジューリングリクエストコンフィギュレーションに対してスケジューリ
ングリクエストの情報を示してもよい。続いて、Ｋの値がＮの値より小さい場合、コード
ポイントに示されるスケジューリングリクエストの情報について説明する。例えば、図１
０（ａ）を参照すると、Ｋの値は２である、即ち、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信に用いられる
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを時間領域においてオーバラップしたＳＲ　ＰＵ
ＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレーション（ＳＲ＃０
、ＳＲ＃２）の数は２である。ＳＲ＃１が有するＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースは、ＨＡＲＱ
－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースと時間領域においてオーバラップしていない。この場合、
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コードポイントに示されるスケジューリングリクエストの情報の解釈を変更してもよい。
例えば、図１０（ａ）の示すように、端末装置１は、ＳＲ＃０とＳＲ＃２に対してスケジ
ューリングリクエストが負のスケジューリングリクエストであることを示す情報をコード
ポイント（例えば、“００”）にしてもよい。また、例えば、端末装置１は、ＳＲ＃２に
対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであることを示す
情報をコードポイント（例えば、“０１”）にしてもよい。また、例えば、端末装置１は
、ＳＲ＃０に対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであ
ることを示す情報をコードポイント（例えば、“１０”）にしてもよい。ここで、端末装
置１は、２つのスケジューリングリクエストコンフィギュレーション（ＳＲ＃０、ＳＲ＃
２）に対するスケジューリングリクエストの情報を示すために、３つのコードポイントを
用いてもよい。そして、余った１つのコードポイント“１１”は、スケジューリングリク
エストの情報を示すために用いられなくてもよい。つまり、端末装置１は、“１１”にセ
ットされるコードポイントを基地局装置３へ通知しなくてもよい。また、端末装置１は、
“１１”にセットされるコードポイントを再解釈してもよい。例えば、端末装置１は、Ｓ
Ｒ＃０とＳＲ＃２のそれぞれに対してスケジューリングリクエストが正のスケジューリン
グリクエストであることを示す情報をコードポイント（“１１”）にしてもよい。また、
図１０（ｂ）のように、３つのコードポイントは、ＳＲ＃０とＳＲ＃２に対してスケジュ
ーリングリクエストの情報を示すために用いられることができる。この３つのコードポイ
ントはＳＲ＃１に対してスケジューリングリクエストが負のスケジューリングリクエスト
であることを示してもよい。そして、余った１つのコードポイント“１１”は、スケジュ
ーリングリクエストの情報を示すために用いられなくてもよい。これにより、基地局装置
３は、端末装置１から通知したコードポイントに基づいて、スケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションに対してスケジューリングリクエストの情報を判断することがで
きる。
【０１３０】
　以下、本発明の端末装置１の装置構成について説明する。
【０１３１】
　図１１は、本実施形態における端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示す
るように、端末装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１
０７および、送受信アンテナ１０９の少なくとも１つを含んで構成される。上位層処理部
１０１は、無線リソース制御部１０１１、スケジューリング部１０１３の少なくとも１つ
を含んで構成される。受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、多重分離部
１０５５、無線受信部１０５７とチャネル測定部１０５９の少なくとも１つを含んで構成
される。送信部１０７は、符号化部１０７１、共有チャネル生成部１０７３、制御チャネ
ル生成部１０７５、多重部１０７７、無線送信部１０７９と上りリンク参照信号生成部１
０７１１の少なくとも１つを含んで構成される。
【０１３２】
　上位層処理部１０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータを、送信部
１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Acce
ss Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: 
PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio R
esource Control: RRC）層の処理を行なう。また、上位層処理部１０１は制御チャネルで
受信された下りリンク制御情報などに基づき、受信部１０５、および送信部１０７の制御
を行なうために制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。
【０１３３】
　上位層処理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、自装置の各種設定情報の
管理を行なう。例えば、無線リソース制御部１０１１は、設定されたサービングセルの管
理を行なう。また、無線リソース制御部１０１１は、上りリンクの各チャネルに配置され
る情報を生成し、送信部１０７に出力する。無線リソース制御部１０１１は、受信した下
りリンクデータの復号に成功した場合には、ＡＣＫを生成し送信部１０７にＡＣＫを出力
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し、受信した下りリンクデータの復号に失敗した場合には、ＮＡＣＫを生成し、送信部１
０７にＮＡＣＫを出力する。
【０１３４】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング部１０１３は、受信部１０５を介して受
信した下りリンク制御情報を記憶する。スケジューリング部１０１３は、上りリンクグラ
ントを受信したサブフレームから４つ後のサブフレームにおいて、受信された上りリンク
グラントに従ってＰＵＳＣＨを送信するよう、制御部１０３を介して送信部１０７を制御
する。スケジューリング部１０１３は、下りリンクグラントを受信したサブフレームにお
いて、受信された下りリンクグラントに従って共有チャネルを受信するよう、制御部１０
３を介して受信部１０５を制御する。
【０１３５】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号
を受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なう。
【０１３６】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１０
９を介して基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部１０１に出力する。
【０１３７】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９を介して受信した下りリンクの信号を直
交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。例えば、無線受信
部１０５７は、ディジタル信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FF
T）を行い、周波数領域の信号を抽出してもよい。
【０１３８】
　多重分離部１０５５は、抽出した信号を制御チャネル、共有チャネル、および、参照信
号チャネルに、それぞれ分離する。多重分離部１０５５は、分離した参照信号チャネルを
チャネル測定部１０５９に出力する。
【０１３９】
　復調部１０５３は、制御チャネル、および、共有チャネルに対して、ＱＰＳＫ、１６Ｑ
ＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の変調方式に対する復調を行
ない、復号化部１０５１へ出力する。
【０１４０】
　復号化部１０５１は、下りリンクデータの復号を行い、復号した下りリンクデータを上
位層処理部１０１へ出力する。チャネル測定部１０５９は、参照信号チャネルから下りリ
ンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部１０５５へ出力する。チャネル測定部１０５
９は、チャネル状態情報を算出し、尚且つ、チャネル状態情報を上位層処理部１０１へ出
力する。
【０１４１】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
チャネルを生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータや上りリンク制
御情報を符号化および変調し、共有チャネル、制御チャネル、参照信号チャネルを多重し
、送受信アンテナ１０９を介して基地局装置３に送信する。
【０１４２】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された上りリンク制御情報と上りリ
ンクデータを符号化し、符号化ビットを共有チャネル生成部１０７３および／または制御
チャネル生成部１０７５に出力する。
【０１４３】
　共有チャネル生成部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットを変調
して変調シンボルを生成し、変調シンボルをＤＦＴすることによって共有チャネルを生成
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し、多重部１０７７へ出力してもよい。共有チャネル生成部１０７３は、符号化部１０７
１から入力された符号化ビットを変調して共有チャネルを生成し、多重部１０７７へ出力
してもよい。
【０１４４】
　制御チャネル生成部１０７５は、符号化部１０７１から入力された符号化ビット、およ
び／または、ＳＲに基づいて、制御チャネルを生成し、多重部１０７７へ出力する。
【０１４５】
　上りリンク参照信号生成部１０７１１は上りリンク参照信号を生成し、生成した上りリ
ンク参照信号を多重部１０７７へ出力する。
【０１４６】
　多重部１０７７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、共有チャネル生成
部１０７３から入力された信号および／または制御チャネル生成部１０７５から入力され
た信号、および／または、上りリンク参照信号生成部１０７１１から入力された上りリン
ク参照信号を、送信アンテナポート毎に上りリンクのリソースエレメントに多重する。
【０１４７】
　無線送信部１０７９は、多重された信号を逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier
 Transform: IFFT）を行い、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのデ
ィジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直
交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号
を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余分な周波数成分を除去
し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する。
【０１４８】
　以下、本発明の基地局装置３の装置構成について説明する。
【０１４９】
　図１２は、本実施形態における基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示
するように、基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送信
部３０７、および、送受信アンテナ３０９、を含んで構成される。また、上位層処理部３
０１は、無線リソース制御部３０１１とスケジューリング部３０１３を含んで構成される
。また、受信部３０５は、データ復調／復号部３０５１、制御情報復調／復号部３０５３
、多重分離部３０５５、無線受信部３０５７とチャネル測定部３０５９を含んで構成され
る。また、送信部３０７は、符号化部３０７１、変調部３０７３、多重部３０７５、無線
送信部３０７７と下りリンク参照信号生成部３０７９を含んで構成される。
【０１５０】
　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行なう。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の
制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。
【０１５１】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクの共有チャネ
ルに配置される下りリンクデータ、ＲＲＣ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ、ＭＡＣ　ＣＥ（Contro
l Element）を生成し、又は上位ノードから取得し、ＨＡＲＱ制御部３０１３に出力する
。また、無線リソース制御部３０１１は、端末装置１各々の各種設定情報の管理をする。
例えば、無線リソース制御部３０１１は、端末装置１に設定したサービングセルの管理な
どを行なう。
【０１５２】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１３は、端末装置１に割り当てる
共有チャネルや制御チャネルの無線リソースの管理をしている。スケジューリング部３０
１３は、端末装置１に共有チャネルの無線リソースを割り当てた場合には、共有チャネル
の無線リソースの割り当てを示す上りリンクグラントを生成し、生成した上りリンクグラ
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ントを送信部３０７へ出力する。
【０１５３】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
び送信部３０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号
を受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行なう。
【０１５４】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して端末装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位
層処理部３０１に出力する。
【０１５５】
　無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受信された上りリンクの信号を
直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部３０
５７は、ディジタル信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を
行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部３０５５に出力する。
【０１５６】
　多重分離部１０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号を制御チャネル、共有
チャネル、参照信号チャネルなどの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置３
が無線リソース制御部３０１１で決定し、各端末装置１に通知した上りリンクグラントに
含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。多重分離部３０５５は、チ
ャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、制御チャネルと共有チャネル
の伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部３０５５は、分離した参照信号チャネルをチ
ャネル測定部３０５９に出力する。
【０１５７】
　多重分離部３０５５は、分離した制御チャネルと共有チャネルから、上りリンクデータ
の変調シンボルと上りリンク制御情報（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）の変調シンボルを取得する。
多重分離部３０５５は、共有チャネルの信号から取得した上りリンクデータの変調シンボ
ルをデータ復調／復号部３０５１へ出力する。多重分離部３０５５は、制御チャネルまた
は共有チャネルから取得した上りリンク制御情報（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）の変調シンボルを
制御情報復調／復号部３０５３へ出力する。
【０１５８】
　チャネル測定部３０５９は、多重分離部３０５５から入力された上りリンク参照信号か
ら伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部３０５５および上位層処理
部３０１に出力する。
【０１５９】
　データ復調／復号部３０５１は、多重分離部３０５５から入力された上りリンクデータ
の変調シンボルから上りリンクデータを復号する。データ復調／復号部３０５１は、復号
された上りリンクデータを上位層処理部３０１へ出力する。
【０１６０】
　制御情報復調／復号部３０５３は、多重分離部３０５５から入力されたＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋの変調シンボルからＨＡＲＱ－ＡＣＫを復号する。制御情報復調／復号部３０５３は、
復号したＨＡＲＱ－ＡＣＫを上位層処理部３０１へ出力する。
【０１６１】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力された下りリンク制御情報、下りリンクデータを
符号化、および変調し、制御チャネル、共有チャネル、参照信号チャネルを多重して、送
受信アンテナ３０９を介して端末装置１に信号を送信する。
【０１６２】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力された下りリンク制御情報、および
、下りリンクデータの符号化を行なう。変調部３０７３は、符号化部３０７１から入力さ
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れた符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調す
る。変調部３０７３は、変調シンボルにプリコーディングを適用してもよい。プレコーデ
ィングは、送信プレコードを含んでもよい。なお、プレコーディングとは、プレコーダが
乗算される（適用される）ことであってもよい。
【０１６３】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は下りリンク参照信号を生成する。多重部３０７５
は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、送信シンボルを生成する
。
【０１６４】
　多重部３０７５は、送信シンボルにプレコーディングを適用してもよい。多重部３０７
５が送信シンボルに適用するプレコーディングは、下りリンク参照信号、および／または
、変調シンボルに対して適用されてもよい。また、下りリンク参照信号に適用されるプレ
コーディングと、変調シンボルに対して適用されるプレコーディングは、同一であっても
よいし、異なってもよい。
【０１６５】
　無線送信部３０７７は、多重された送信シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、時間シンボルを生成する。無線送信部３０７７は
、時間シンボルに対してＯＦＤＭ方式の変調を行い、ベースバンドのディジタル信号を生
成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周
波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除
去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、
余分な周波数成分を除去し、搬送波信号（Carrier signal, Carrier, RF signal等）を生
成する。無線送信部３０７７は、搬送波信号に対して、電力増幅し、送受信アンテナ３０
９に出力して送信する。
【０１６６】
　以下、本実施形態において、端末装置、および、基地局装置の種々の態様について説明
する。
【０１６７】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。す
なわち、本発明の第１の態様は、端末装置であって、複数のスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションの設定に用いられる上位層の信号を受信する受信部１０５と、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマットおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨＡＲＱ－
ＡＣＫビットとスケジューリングリクエストビットを送信する送信部１０７と、を備え、
前記スケジューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれは、１つ、または、１
つより多いロジカルチャネルに対応され、前記複数のスケジューリングリクエストコンフ
ィギュレーションそれぞれはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有し、前記スケジューリングリ
クエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのシーケンスの後ろに付加され、前記Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域においてオ
ーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットのサイズＬの値は、オーバラッ
プした前記ＳＲＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエストコンフィギュレ
ーションの数Ｋに基づいて、与えられる。
【０１６８】
　（２）また、本発明の第１の態様において、前記Ｌの値が前記Ｋの値と同一の値であた
えられる場合、前記スケジューリングリクエストビットのそれぞれは、前記Ｋ個のスケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれに対してスケジューリングリクエ
ストの情報を示すために用いられ、前記スケジューリングリクエストの情報は、前記スケ
ジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであるか、または、負のスケ
ジューリングリクエストであるかを示す情報である。
【０１６９】
　（３）また、本発明の第１の態様において、前記Ｌの値が前記Ｋの値より小さい値で与
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えられる場合、前記Ｋ個スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内、何れ
のスケジューリングリクエストコンフィギュレーションが正のスケジューリングリクエス
トに対応するかを示すために異なるコードポイントを選択することを特徴する。
【０１７０】
　（４）また、本発明の第２の態様は、基地局装置であって、複数のスケジューリングリ
クエストコンフィギュレーションの設定に用いられる上位層の信号を送信する送信部３０
７と、ＰＵＣＣＨフォーマットおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースを用いてＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫビットとスケジューリングリクエストビットを受信する受信部３０５と、
を備え、前記スケジューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれは、１つ、ま
たは、１つより多いロジカルチャネルに対応され、前記複数のスケジューリングリクエス
トコンフィギュレーションそれぞれはＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースを有し、前記スケジュー
リングリクエストビットは、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのシーケンスの後ろに付加され
、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ＰＵＣＣＨリソースとＳＲ　ＰＵＣＣＨリソースが時間領域に
おいてオーバラップした場合、スケジューリングリクエストビットＯＳＲのサイズＬの値
は、オーバラップした前記ＳＲＰＵＣＣＨリソースを有するスケジューリングリクエスト
コンフィギュレーションの数Ｋに基づいて、与えられる。
【０１７１】
　（５）また、本発明の第２の態様において、前記Ｌの値が前記Ｋの値と同一の値であた
えられる場合、前記スケジューリングリクエストビットのそれぞれは、前記Ｋ個のスケジ
ューリングリクエストコンフィギュレーションそれぞれに対してスケジューリングリクエ
ストの情報を示すために用いられ、前記スケジューリングリクエストの情報は、前記スケ
ジューリングリクエストが正のスケジューリングリクエストであるか、または、負のスケ
ジューリングリクエストであるかを示す情報である。
【０１７２】
　（６）また、本発明の第２の態様において、前記Ｌの値が前記Ｋの値より小さい値で与
えられる場合、
　前記Ｋ個スケジューリングリクエストコンフィギュレーションの内、何れのスケジュー
リングリクエストコンフィギュレーションが正のスケジューリングリクエストに対応する
かを示すために異なるコードポイントを選択することを特徴する。
【０１７３】
　本発明に関わる端末装置１、基地局装置３、で動作するプログラムは、本発明に関わる
上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を制御す
るプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、これら
装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory）に蓄
積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨＤＤ（H
ard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが
行われる。
【０１７４】
　尚、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで実
現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピ
ュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０１７５】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置１、基地局装置３に内蔵され
たコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１７６】
　さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワ
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ークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時
間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュ
ータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含
んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであって
も良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラム
との組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１７７】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３は、複数の装置から構成さ
れる集合体（装置グループ）として実現することもできる。装置グループを構成する装置
の各々は、上述した実施形態に関わる端末装置１、基地局装置３の各機能または各機能ブ
ロックの少なくとも一つを備えてもよい。装置グループとして、端末装置１、基地局装置
３の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態
に関わる端末装置１、基地局装置３は、集合体としての基地局装置と通信することも可能
である。
【０１７８】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、ＥＵＴＲＡＮ（Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access Network）であってもよい。また、上述した実施形態における
基地局装置３は、ｅＮｏｄｅＢに対する上位ノードの機能の少なくとも一つを有してもよ
い。
【０１７９】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型的
には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい
。端末装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又
は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回
路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替
する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能であ
る。
【０１８０】
　また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、
たとえば、集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べ
られた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグ
ナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスク
リートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこ
れらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであ
ってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステ
ートマシンであっても良い。前述した電気回路は、ディジタル回路で構成されていてもよ
いし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積
回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、本発明の一又は複数の態様は当該技術
による新たな集積回路を用いることも可能である。
【０１８１】
　また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明
は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の
電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機
器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
【０１８２】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
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を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【符号の説明】
【０１８３】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　端末装置
３　基地局装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
１０９　送受信アンテナ
１０１１　無線リソース制御部
１０１３　スケジューリング部
１０５１　復号化部
１０５３　復調部
１０５５　多重分離部
１０５７　無線受信部
１０５９　チャネル測定部
１０７１　符号化部
１０７３　共有チャネル生成部
１０７５　制御チャネル生成部
１０７７　多重部
１０７９　無線送信部
１０７１１　上りリンク参照信号生成部
３０１　上位層処理部
３０３　制御部
３０５　受信部
３０７　送信部
３０９　送受信アンテナ
３０１１　無線リソース制御部
３０１３　スケジューリング部
３０５１　データ復調／復号部
３０５３　制御情報復調／復号部
３０５５　多重分離部
３０５７　無線受信部
３０５９　チャネル測定部
３０７１　符号化部
３０７３　変調部
３０７５　多重部
３０７７　無線送信部
３０７９　下りリンク参照信号生成部
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